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システム利用上の注意 

 

 

１．必ず「申請の手引き」をダウンロードし、よく読んでから電子申請システムへの入力を行ってください。 

また、入力完了後、別送書類を期限までに必ず郵送してください。 

※別送書類を郵送されない場合は、申請手続が完了せず、受付ができませんのでご注意ください。 

※「申請の手引き」ダウンロードサイト 

https://www.pref.kyoto.jp/shimei/sokuryour0708.html 

※「電子申請システム操作マニュアル」ダウンロードサイト 

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/www/guide/manual.html 

 

 

２．ＷＥＢブラウザの設定について 

事前準備として、ＷＥＢブラウザの設定（ポップアップブロックの解除、信頼済みサイトの設定）が必要

となります。設定方法は以下をご覧ください。 

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/www/guide/environment.html 

 

 

３．複数画面での利用について 

原則として、「Ctrl+N」 又は 「ファイル（F）」 → 「新規作成（N）」 → 「ウィンドウ（W）」 等の操作によ

り複数画面を起動し、電子申請システムを使用しないようにしてください。使用した場合は、動作の保障

はされません。 

 

 

４．データの保存について 

一つの画面で３０分以上の時間が経過した場合は、サーバーから強制的に切断されます。切断され

た場合は、入力中のデータは保存されておらず、再度ログインが必要となり、再度データの入力が必要

となります。入力を中断される場合は、申請ページにあるデータ保存のボタンをクリックし、データを保存

するようにしてください。 

 

 

５．ブラウザの制限について 

ブラウザの「戻る」、「中止」、「再読込」等のボタンは押さないようにしてください。 

 

 

６．ログアウトについて 

セキュリティの問題上、使用後は必ずブラウザを閉じてください。 

 

 

７．電子申請システムに関する質問について 

電子申請システムに関する質問については、以下のヘルプデスクまでお問い合わせください。 

 

電子申請ヘルプデスク ０１２０－３６８－８２２ 
（受付時間は平日 午前９時 ～ 午後５時。１２月２９日～１月３日は除く。） 

 

 

８．代理人による申請について 

行政書士等の代理により申請される場合は、代理人の方は必ず依頼人ごとのユーザ ID とパスワー

ドでログインして申請してください。 

https://www.pref.kyoto.jp/shimei/sokuryour0708.html
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/www/guide/manual.html
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/www/guide/environment.html
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第１章 申 請 

 

１．申請の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の流れに沿って申請手続を行ってください。 

 

 

 

 

入札参加資格審査申請についての案内を

掲載しています。 

令和５年度又は令和６年度測量等業務指

名競争入札参加資格認定通知書に記載さ

れているユーザＩＤとパスワードを入力し、シ

ステムにログインします。 

各種企業情報を入力します。 

該当する業種を入力します。 

また、業者カード（第８号様式）を添付しま

す。 

(3)申請書入力で入力した内容を確認して

訂正が無い場合は、入力した申請書を京

都府に送信します。 

到達確認画面を

印刷します。 

到達確認画面を

保存します。 

申請書が京都府に

到達したことを確認

します。 

 (3)申請書入力 

７～８ページ 

 

 (1)案内画面 

４～５ページ 

 (2)ログイン 

６ページ 

 

 (3)申請書入力 

８～１１ページ 

 

 (4)送信確認 

１２ページ 

 

 (5)到達確認 

１３ページ 

 

 到達確認印刷 

１３ページ（２） 

  到達確認保存 

１３ページ（３） 
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２．操作方法 
 

（１）案内画面 
 

 

 

①京都府ホームページ 

「令和７・８年度京都府測量等業務指名競争入札参加資格審査申請の受付について」 

https://www.pref.kyoto.jp/shimei/sokuryour0708.html 

 

京都府ホームページにおいて、入札参加資格審査申請についての案内を掲載しています。 

 

 

 

 

 

https://www.pref.kyoto.jp/shimei/sokuryour0708.html
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②電子申請システム－申請ページ 

「令和７・８年度京都府測量等業務指名競争入札参加資格審査申請」 

（前頁の京都府ホームページの「申請画面（外部リンク）」をクリックしてください。） 

 

【ＵＲＬ】（申請ページに直接アクセスする場合） 

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=1001114 
 

【電子申請システム－申請ページ メニュー画面】 

 
 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 
 

 
申請者本人による電子申請を行う場合にクリックしてください。 

(2) 

 申請者から委任された代理人（行政書士）による電子申請を行う場

合にクリックしてください。 

【注意】 複数の申請を行う代理人の方は、必ず各者の申請ごとに

ログイン画面まで戻り、各者ごとにユーザＩＤとパスワードを入力し

直してください。１つのユーザＩＤとパスワードで複数の申請を行っ

た場合、受付できない場合があります。 

(3) 
 

 
申請の処理状況を確認する場合や審査結果を照会する場合にクリ

ックしてください。 

(1) 

(2) 

(3) 

 10 

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=1001114
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（２）ログイン 
 

 

 

 

 

 
【申請者ログイン画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) ユーザＩＤ ８桁のＩＤを入力してください。 

(2) パスワード 
８桁のパスワードを入力してください。 

なお、パスワードはすべて「●」で表示されます。 

 

(3) 

 

 

電子申請システムを利用するために、ユーザＩＤとパスワードを入力

した後でクリックしてください。 

 

◆ユーザＩＤ・パスワードは、令和５年度又は令和６年度「測量等業務指名競争入札

参加資格認定通知書」に記載されています。（令和５年度又は令和６年度の入札

参加資格をお持ちでない方は、電子申請はご利用できません。） 
 

◆ユーザＩＤ・パスワードは、いずれも半角の英数字となっています。 

大文字と小文字の違いに注意してください。 

 

電子申請システムを利用するために、ユーザＩＤとパスワードを入力し、       

をクリックしてください。 

ぱすわ 

 

 

(1) 

 

 (2) 

(3) 

※代理申請を行う代理人の方で、複

数の者の申請を行う場合は、必ず１

者ごとにこの画面まで戻り、申請を

行う業者のユーザＩＤとパスワー

ドでログインし直してください。 
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（３）申請書入力 

 
 

 

 

 

 

 

【申請書入力画面①】 

 

 
 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 
特殊文字 

［必須］ 

商号又は名称、所在地等の漢字について、外字、俗字等のコンピュ

ータで対応できない漢字がある場合は、コンピュータの対応漢字に

置き換えて入力し、「有」にチェックを入れてください。 

特殊文字がある場合は、該当の文字について、「特殊文字置き換

え表」を別送書類により提出してください。 

申請書に必要事項を入力します。 

⚫ 表示された内容を確認の上、必要事項を入力してください。 

⚫ ［必須］と記載された項目は必ず入力してください。 

⚫ 画面下方にも入力する欄がありますので、入力漏れが無いようにしてください。 

(1) 

 

 
(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

 

 

7   2   1 
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(2) 
商号又は名称 

［必須］ 

商号又は名称について、初期表示された内容と異なる場合は、上

書き修正してください。 

「株式会社」は（株）（（ ）は全角）と入力してください。 

「カブシキガイシャ」、「ユウゲンガイシャ」等のフリガナ（カタカナ）は

不要です。 

(3) 
代表者氏名 

［必須］ 

代表者氏名について、初期表示された内容と異なる場合は、上書

き修正してください。 

(4) 
主たる営業所の所在地

［必須］ 

主たる営業所の所在地について、初期表示された内容と異なる場

合は、上書き修正してください。 

(5) 
電話番号（連絡先） 

[必須] 

電話番号（市外局番含む）について、初期表示された内容と異なる

場合は、上書き修正してください。（京都府から内容確認を行う場合

があるため、申請内容を熟知した担当者の番号としてください。） 

 

【申請書入力画面②】 

 

 
 

 

(6) 

 

 
(7) 

 

 

(8) 

 

 

建 2 第 1234 

質 2 第 1234 

補 2 第 1234 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

第 12-345 

（ロ）第 1234 

第 1-23 

第 123-4 

第 2-34 

第 3-45 

令和 

令和 

令和 

令和 

令和 

令和 

令和 

令和 

令和 
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 項目 表示内容・操作説明 

(6) 
個人・法人の区分 

［必須］ 
法人・個人のいずれかをチェックしてください。 

(7) 
メールアドレス 

［必須］ 

補正の通知・申請受付完了のお知らせに使用しますので、申請内

容を熟知した担当者のメールアドレスを入力してください。 

(8) 
登録番号及び登録年月

日［必須］ 

登録番号及び登録年月日について、現在登録を受けている全ての

ものを入力してください。 

建築士事務所入力欄は、建築一般業務を希望せず、建築設備設

計業務のみを希望する場合は、建築設備士登録番号を入力してく

ださい。 

 

【申請書入力画面③】 

 

 

 

 

 

(9) 

 

 

(10) (11) (12) (13) (14) 
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 項目 表示内容・操作説明 

(9) 
添付書類 ［必須］ 

（業者カード（第８号様式）） 

業者カード（第８号様式）をあらかじめ京都府のホームページか

らダウンロードし、必要項目を入力したExcelファイル（他のファイ

ル形式は不可）を添付してください。参照．．．ボタンをクリックす

るとファイルを指定して添付できます。 

 

業者カード（第８号様式）の入力方法は、京都府ホームページに

掲載している「申請の手引き」を参照してください。 

(10)  戻る  

申請者ログイン画面に戻ります。 

申請データを保存していない場合は、それまでに入力したデータ

は失われますのでご注意ください。 

(11)  データ読込  

一時保存した申請データを読み込みます。 

クリックすると以下の画面が表示されます。 

 

参照ボタンをクリックすると以下の画面が表示されますので、デ

ータ保存で保存したファイルを選択し、 開く をクリックしてくだ

さい。なお、本システムのデータ保存で保存したファイルのみ読

み込みができます。 

 

 



 

                                

                                 

11 

(12)  データ保存  

申請データを保存します。 

クリックするとファイルを開くか、保存するかを聞かれます。 

 

保存タブから「名前を付けて保存」を選択すると、以下の画面が

表示されますので、任意のファイル名を入力し、保存する場所を

選択して 保存 をクリックしてください。 

 

(13)  中止  

申請入力を中止します。 

申請データを保存していない場合は、それまでに入力したデータ

は失われますのでご注意ください。 

(14)  次へ  必要事項の入力後、クリックすると送信確認画面に移ります。 
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（４）送信確認 

 

 

【送信確認画面】 

 

 

  

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 申請内容確認 
入力した申請内容が表示されます。内容を確認の上、必要であ

れば  をクリックし、表示画面を印刷してください。 

(2) 
 

添付ファイルをダウンロードして確認・保存できます。 

クリックするとファイルのダウンロード画面が表示されますので、

保存する場所を選択して保存をクリックしてください。 

(3)  

申請書入力画面に戻ります。 

入力内容を訂正したい場合は、クリックしてください。 

(4)  

クリックすると申請内容を送信し、到達確認画面に移ります。 

入力内容に訂正が無い場合は、クリックしてください。 

入力した申請書を確認の上、京都府あてに送信します。 

ぱすわ 

 

 

(1) 

) 

～  省  略  ～ 

(2) 

 

 (3) 

 

 

(4) 

 

 

7   2   1 
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（５）到達確認 

 

 

 

 

【到達確認画面】 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 
到達番号・問合せ番号・到達

日時等 

別送書類の郵送や取扱状況照会で必要となる項目です。 

この画面は必ず印刷又は保存してください。 

(2)  

この画面を印刷します。クリックすると印刷設定画面が表示され

ますので、プリンタ等の必要な項目を選択して印刷してください。

用紙サイズはＡ４縦です。（別送書類に添付してください。） 

(3)  

この画面を保存します。 

クリックするとファイルのダウンロード画面が表示されますので、

保存する場所を選択して保存をクリックしてください。 

(4)  

申請書入力作業を終了します。 

印刷又は保存を行った後、クリックしてください。 

 
【注意】上記の入力作業の完了後、別送書類を郵送されなければ受付できません。

別送書類は、到達確認画面に記載された「到達日時」から５日以内（土日除く）に

京都府 建設交通部 指導検査課 調整係に到着するように郵送してください。電

子申請の受付期間内（別送書類の郵送期限：令和７年２月１０日消印有効）に到

着しなかった場合、申請を受付できない場合があります。 

申請書が京都府に到達したことを確認します。 

⚫ この画面の内容は、別送書類の郵送や取扱状況照会で必要となりますので、必ず印刷

又は保存してください。 

⚫ 印刷する場合は、「保存用」と「別送書類用」の２部を印刷してください。 

(1) 

) 

(2) 

) (3) 

) 
(4) 

) 

 
260002025020100031 
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第２章 取扱状況照会・受付結果通知等 

 

１. 取扱状況照会・受付結果通知等の流れ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章の申請手続と別送書類の郵送を完了した後、申請の取扱状況の確認や、申請内容の補

正、受付結果通知の確認等を行います。 

入札参加資格審査申請についての案内を

掲載しています。 

申請の取扱状況を確認できます。 

必要な場合は補正、取り下げを行います。 

また、受付結果通知等を確認できます。 

補正指示に基づき申

請内容の補正、取下

げを行います。 

到達確認画面を

保存します。 

申請書が京都府に

到達したことを確認

します。 

 受付結果通知 

１８ページ（３） 

 

 (1)案内画面 

１５ページ 

 (2)取扱状況照会 

１６ページ 

 

 (4)申請内容補正 

２２ページ 

 

 (4)(5)送信確認 

２３～２４ページ 

２６ページ 

 
 到達確認印刷 

１３ページ（２） 

  到達確認保存 

１３ページ（３） 

 

申請の取扱状況を照会します。 

申請書入力で入力し

た内容を確認します。 

 (3)取扱状況詳細 

１７～２１ページ 

 

 (5)取下げ依頼申請 

２５ページ 

 

 (4)(5)到達確認 

２４、２７ページ 

 

(4)申請内容補正、(5)取下げ依頼申請で入

力した内容を確認して訂正が無い場合は、

入力した申請書を京都府に送信します。 

 

到達確認画面を

印刷します。 

 申請内容補正画面 

受付結果が確認できます。 

補正内容を入力します。 

受付 受付不可 
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２．操作方法 
 

（１）案内画面……第１章 p.５を参照してください。 

「②電子申請システム－申請ページ」の           をクリックします。 

【ＵＲＬ】（申請ページに直接アクセスする場合） 

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=1001114 

※京都府ホームページからアクセスする場合は、第１章 p.４を参照してください。 

 

 

①「申請・手続情報」の「申請状況照会」をクリック 

 

 

②「到達番号形式選択」の「到達番号の形式が 999999999999999999（数字のみ）の場合」をクリック 

 

※申請期間終了後は、以下のとおり操作してください。 

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=1001114
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（２）取扱状況照会 

 

 

 

【取扱状況照会画面】 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1)  申請の取扱状況を照会する場合は、クリックしてください。 

(2) 到達番号・問合せ番号 

申請時に発行された「到達番号」と「問合せ番号」を入力してくだ

さい。いずれも半角の英数字となっています。大文字と小文字の

違いに注意してください。 

(3)  到達番号と問合せ番号を入力した後、クリックしてください。 

をクリックし、取扱状況照会画面を表示してください。 

申請の取扱状況を照会するために、到達番号と問合せ番号を入力し、 をクリッ

クしてください。 

 

(2) 

) 

(3) 

) 

(1) 

) 
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（３）取扱状況詳細と受付結果通知 

 

 

 

 

【取扱状況詳細画面①】 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 取扱状況 「到達」、「受付開始」、「受付終了」等、申請の取扱状況が表示さ

れます。 

 

(2) 

 

 

申請書類一覧 

 

 

クリックすると「申請書類一覧」の画面に移ります。 

 

申請の取扱状況を確認できます。 

⚫ 申請内容の「補正」を行います。（京都府から補正の連絡があった場合のみ） 

⚫ 京都府の審査が終了し、受付が完了すると「受付結果通知」を確認できます。 

⚫ 申請の「取下げ」ができます。 

(2) 

) 

(1) 

) 

(3) 

) 
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(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類一覧 

【申請書類一覧】 

 
 

①取得：提出した申請書、添付書類をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして保存します。 

②表示：提出した申請書の内容を別画面で表示します。 

③戻る：「取扱状況詳細」画面に戻ります。 

（①・②で取得・表示する内容は送信確認時のものと同じです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通知書類一覧 

（受付結果通知①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリックすると「通知書類一覧」の画面に移ります。 

申請内容と別送書類について京都府の審査が終了し、受付が

完了した場合は、「受付結果通知」が確認できるようになります。 

 

 

【通知書類一覧】 

 
 

①表示：京都府からの「受付結果通知」を別画面で表示します。 

①表示：申請が「受付受理」されていることを確認してください。 

②戻る：「取扱状況詳細」画面に戻ります。 

 

 

【受付結果通知】 

 
 

 

 

～ 省 略 ～ 

① ②

① 

③ 

② 

① 

 
260002025020100031 

 
26000202502010003 

1_10_1.xml 

 
 

 

 

 
1_1.xml 

26000202502010003 

 
18 時 21 分 47

秒 

2025 年 2 月 1 日 

 18 時 21 分 47

秒 

2025 年 2 月 1 日 

 
2025 年 
2 月 2 日 

11時19分 

令和 7 年 2 月 1 日 
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(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通知書類一覧 

（受付結果通知②） 

 

【受付結果通知】 

 
 

 

 
 

③印刷：この画面を印刷します。 

クリックすると印刷設定画面が表示されますので、プリ

ンタ等の必要な項目を選択して印刷してください。 

④保存：この画面を保存します。 

クリックするとファイルのダウンロード画面が表示されま

すので、保存する場所を選択して保存をクリックしてくだ

さい。 

⑤閉じる：この画面を閉じます。 

 

◆ この「受付結果通知」は、申請内容と別送書類について、京都府の審査が終了し

たことをお知らせするものです。 

◆ 「入札参加資格認定通知書」については、申請者あてに後日郵送します。 
 

 

③ 

～ 省 略 ～ 

④ 

⑤ 

 
260002025020100031 
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【取扱状況詳細画面②】 

 
 

 

 項目 表示内容・操作説明 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請の取扱状況の履歴を表示します。 

 

 

 

 

 

受付結果通知前に訂正等が必要な場合は、申請内容の「補正」「取下げ」を行うことができます。 

申請。 

ぱすわ 

 

 

(1) 

) 

(5) 

) 

(2) 

) 

(3) 

) 

(4) 

) 
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(1) 

 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

【履歴確認画面】 

 
 

(2) 

 

 

申請内容の「補正」を行うことができます。 

（p.２２（４）申請内容補正を参照してください。） 

（京都府から補正指示があった場合のみ、操作が可能です。） 

(3)  

申請内容の「取下げ」を行うことができます。 

（p.２５（５）取下げ依頼申請を参照してください。） 

【注意】申請の取下げを行い、京都府が承認した場合は、その申

請は無かったことになります。受付期間外に取下げを行った場

合は、電子申請ができなくなりますのでご注意ください。 

(4) 

 
「取扱状況照会」画面を終了し、案内画面（p.５）に戻ります。 

(5)  「取扱状況照会」画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
260002025020100031_10_1.xml 

 
260002025020100031_10_1.xml 

 
260002025020100031_10_1.xml 

 
新規申請                       更新日時：2025年 2月 1日 14時 14分 

 
表示                         更新日時：2025年 2月 2日 14時 14分 

 
受付結果入力                      更新日時：2025年 2月 2 日 14時 14分 

 
二重提出チェック                   更新日時：2025年 2月 1日 14時 14分 

 
到達確認                       更新日時：2025年 2月 1日 14時 14分 

 

 

 

 

 
 

 
職員 

 

申請者 
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（４）申請内容補正 

 

 

 

【申請内容補正画面】 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 職員通信欄 

補正指示の内容を確認し、必ず補正してください。 

補正を行わなければ、申請手続が終了せず受付ができません

のでご注意ください。補正指示が複数ある場合は、右側のスライ

ドタブを使用して必ず全ての指示内容を確認してください。 

(2) 申請書類一覧 
取得：提出した申請書、添付書類をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして保存します。 

表示：提出した申請書の内容を別画面で表示します。 

(3)  

申請内容補正画面を表示します。 

p.７（３）申請書入力を参照して補正入力を行ってください。 

（業者カードの修正が必要無い場合でも、必ず申請時に添付し

た業者カードのファイルを添付してください。） 

補正入力後に 次へ をクリックすると送信確認画面に移ります。 

(4)  「取扱状況詳細」画面に戻ります。 

⚫ 京都府から申請内容の補正について、メール等で連絡があった場合は、 

申請者が補正入力を行います。（p.２０の【取扱状況詳細画面②】の「補正」から入ります。） 

⚫ 補正内容が不足書類の郵送のみ等、申請内容の修正を伴わない場合も操作が必要です。 

(1) 

(2) 

) 

(3) (4) 

) 

 
260002025020100031_1.xml 
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【送信確認画面】 

 

 

 

 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 補正内容確認 
補正した申請内容が表示されます。内容を確認の上、必要であ

れば  をクリックし、表示画面を印刷してください。 

(2)  

添付した修正ファイルをダウンロードして確認・保存できます。 

クリックするとファイルのダウンロード画面が表示されますので、

保存する場所を選択して保存をクリックしてください。 

～  省  略  ～ 

(1) 

) 

(5) 

) 

(2) 

) 

(3) 

) 

(4) 

) 

令和 7 年 2 月 1 日 
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(3) 通信欄 

補正指示を受け、修正した内容を入力してください。 

例：「代表者氏名を修正しました。」 

「府税納税証明書を郵送しました。」 

(4)  

申請内容補正画面に戻ります。 

入力内容を訂正したい場合は、クリックしてください。 

(5)  

クリックすると補正内容を送信し、到達確認画面に移ります。 

入力内容に訂正が無い場合は、クリックしてください。 

 

◆ 補正指示の内容が不足書類の郵送のみ等、申請内容の修正を伴わない場合も

送信の操作が必要ですので、ご注意ください。 

 

 

 

 

【到達確認画面】 

 

 

◆ 画面・操作の詳細については、第１章 p.１３（５）到達確認 を参照してください。 

 

補正処理が正常に終了したことを確認します。 

申請。 

ぱすわ 

 

 

 
260002025020100031 
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（５）取下げ依頼申請 

 

 

 

 

 

【取下げ依頼申請入力画面】 

 
 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 通信欄 取下げ理由等、必要に応じて通信欄に入力してください。 

(2) 別送書類 
既に別送した書類がある場合は、その名称を入力してください。 

無い場合は、「なし」と入力してください。 

(3)  戻る  「取扱状況詳細」画面（p.２０）に戻ります。 

(4)  次へ  必要事項の入力後、クリックすると送信確認画面に移ります。 

 

 

⚫ 申請した内容の取下げ依頼申請を行います。 

（p.２０の【取扱状況詳細画面②】の「取下げ」から入ります。） 

⚫ 申請の取下げを行い、京都府が承認した場合は、その申請は無かったことになります。

受付期間外に取下げを行った場合は、電子申請できなくなりますのでご注意ください。 

(1) 

(2) 

) 

(3) 

) 

(4) 

) 

 260002025020100031 

7 
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【送信確認画面】 

 

 

 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 取下げ依頼内容確認 

入力した取下げ依頼申請内容が表示されます。内容を確認の

上、必要であれば  をクリックし、表示画面を印刷

してください。 

(2)  

取下げ依頼申請入力画面に戻ります。 

入力内容を訂正したい場合は、クリックしてください。 

(3)  

クリックすると申請内容を送信し、到達確認画面に移ります。 

入力内容に訂正が無い場合は、クリックしてください。 

 

 

 

 

取下げ依頼申請する内容を確認の上、京都府あてに送信します。 

～ 省 略 ～ 

(1) 

(2) 

) 

(3) 

) 

260002025020100031 

7 
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【到達確認画面】 

 

◆ 画面・操作の詳細については、第１章 p.１３（５）到達確認 を参照してください。 

 

取下げ依頼申請が京都府に到達したことを確認します。 

申請。 

ぱすわ 

 

 

 
260002025020100031 

なし 

京都府建設交通部指導検査課調整係 


